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資料２－１ Ｐ１ 

一般排水基準をクリアしていなかった対象事

業場の対策は既に実施されているのか。対策実施

後の排水中の濃度はどの程度か。 

 対策は実施済みです。 

当該事業場については、R3 年度に暫定排水基 

準超過を覚知後に速やかに改善指導を行い、改善 

指導実施後の同年の排水調査結果は 2.6mg/L で

した。 

 また、R4年の排水調査結果は0.62mg/Lであり、 

一般排水基準に適合しております。 
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